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『
論
語
正
義
』
　
訳

「
顔
淵
篇
第
十
二
」

注（
四
）

平
　
木
　
康
　
平

　
本
稿
は
、
清
の
劉
寳
楠
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
五
）
が
著
し
た
『
論
語
正
義
』

の
訳
註
で
あ
る
。

　
本
訳
註
は
、
本
田
濟
・
神
楽
岡
昌
俊
・
衣
笠
勝
美
・
山
口
澄
子
・
井
沢
耕
一
．

大
森
良
の
各
氏
と
平
木
康
平
と
で
会
読
し
た
成
果
で
あ
る
。
山
口
氏
の
草
稿
に
、

平
木
が
補
正
を
加
え
た
も
の
で
、
文
責
は
平
木
に
あ
る
。

　
す
で
に
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
一
）
は
、
　
「
大
阪
青
山
短
期
大
學
研
究
紀
要
第

二
十
三
号
」
　
（
平
成
九
年
三
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
＝
　
（
二
）
は
、
　
「
大
阪

青
山
短
大
国
文
第
十
三
号
」
　
（
平
成
九
年
二
月
）
に
、
　
「
先
進
嵩
高
十
一
」
　
（
三
）

は
、
　
「
人
文
学
論
集
第
十
六
集
」
　
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成
十
年
一
月
）

に
、
　
「
先
進
篇
第
十
＝
　
（
四
）
は
、
　
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会
科

学
第
四
六
巻
」
　
（
平
成
十
年
三
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
五
）
は
、
　
「
大

阪
府
立
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
第
四
七
巻
」
　
（
平
成
十
一
年
三
月
）
に
、

「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
六
）
は
、
　
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
第

四
八
巻
」
　
（
平
成
十
二
年
三
月
）
に
、
　
「
顔
淵
篇
第
十
二
」
　
（
一
）
は
、
　
「
人
文

学
論
集
第
十
七
集
」
　
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成
十
一
年
二
月
）
に
、

「
顔
淵
篇
第
十
二
」
　
（
二
）
は
、
　
「
人
文
学
論
集
第
十
八
集
」
　
（
大
阪
府
立
大
学

人
文
学
会
、
平
成
十
二
年
二
月
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
、
　
「
顔
淵

篇
第
十
二
」
　
（
三
）
は
、
　
「
人
文
学
論
集
第
十
九
集
」
　
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学

会
、
平
成
十
三
年
三
月
）
に
、
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
後
を
承

け
る
も
の
で
あ
る
。

凡
例一

　
原
文
は
南
当
店
院
本
（
碗
皇
霊
恩
讐
』
所
収
）
を
底
本
と
し
た
。

一
　
『
論
語
』
本
文
の
字
体
は
原
則
と
し
て
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。

　
　
訳
文
・
注
で
は
常
用
漢
字
体
を
使
用
し
た
。

　
　
「
何
曇
・
劉
寳
楠
解
」
は
両
者
の
説
に
基
づ
い
て
『
論
語
』
本
文
を
訓
読
し

　
　
た
も
の
。
両
者
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
項
を
立
て
た
。

　
　
『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の

　
　
は
で
き
る
だ
け
出
典
を
明
ら
か
に
し
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

一
　
『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
の
書
名
や
篇
名
が
通
行
本

　
　
と
異
な
る
場
合
や
、
不
足
す
る
場
合
は
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

　
　
引
用
文
中
の
文
字
の
異
同
は
、
明
ら
か
な
誤
字
や
解
釈
に
支
障
を
来
た
す
も

　
　
の
を
除
い
て
割
愛
し
た
。

一
　
原
文
は
適
宜
区
切
り
、
段
落
分
け
を
行
っ
た
。

一
　
注
は
本
文
中
に
＊
印
を
付
し
、
各
章
の
後
に
記
し
た
。

一
　
簡
単
な
注
は
訳
文
中
に
（
　
）
を
用
い
て
記
し
た
。
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第
十
三
章

［
論
語
本
文
］
子
日
、
聴
訟
、
吾
猶
人
影
。

［
出
演
・
劉
言
論
解
］
子
曰
く
、
訟
へ
を
聴
く
は
、
吾
猶
ほ
人
の
ご
と
き
な
り
。

［
注
］
包
（
威
）
普
く
、
人
と
等
し
き
な
り
。

［
論
語
本
文
］
必
也
三
無
雪
乞
。

［
何
曼
・
劉
寳
明
解
］
必
ず
や
訟
へ
無
か
ら
し
め
ん
か
と
。

［
注
］
王
（
粛
）
曰
く
、
之
を
化
す
る
は
前
に
在
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
訟
へ
を
聴
く
と
は
、
其
の
訟
ふ
る
所
の
僻
を
聴
き
て
、
以

て
曲
直
を
判
ず
る
を
謂
ふ
な
り
。
　
『
周
官
（
等
号
）
』
　
「
野
司
冠
」
に
云
ふ
、

「
五
聲
を
以
て
獄
訟
を
聴
き
、
民
情
を
求
む
。
一
を
僻
聴
と
日
ふ
。
二
を
色
聴
と

日
ふ
。
三
を
氣
聴
と
謂
ふ
。
四
を
耳
聴
と
日
ふ
。
五
を
目
聴
と
日
ふ
」
と
。
此
れ

皆
な
訟
へ
を
聴
く
の
法
な
り
。

　
吾
猶
ほ
人
の
ご
と
し
と
は
、
己
人
と
同
じ
く
、
但
だ
能
く
訟
へ
を
聴
く
の
み

に
し
て
、
訟
へ
を
無
か
ら
し
む
る
能
は
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。
　
『
禮
記
』
　
「
大
君
」

に
云
ふ
、
　
「
子
曰
く
、
訟
へ
を
聴
く
は
、
吾
猶
ほ
人
の
ご
と
き
な
り
。
必
ず

や
訟
へ
無
か
ら
し
め
ん
か
と
。
情
無
き
者
は
其
の
餅
を
壷
く
す
を
得
ず
。
大
い
に

民
志
を
畏
れ
し
む
」
と
。
鄭
注
に
、
　
「
情
と
は
猶
の
實
の
ご
と
き
な
り
。
實
無
き

者
は
、
虚
誕
の
辮
多
し
。
聖
人
の
訟
へ
を
聴
く
は
人
と
同
じ
き
の
み
。
必
ず
民
の

實
無
き
者
を
し
て
、
敢
て
其
の
僻
を
書
く
さ
ず
、
大
い
に
其
の
心
志
を
畏
れ
し
む

れ
ば
、
其
の
意
を
誠
に
し
、
敢
て
訟
へ
ざ
ら
し
む
る
な
り
」
と
。

　
『
大
戴
禮
』
　
「
禮
察
篇
」
に
、
　
「
凡
そ
人
の
知
は
、
能
く
已
に
然
る
を
見
る
も
、

將
に
然
ら
ん
と
す
る
を
見
る
能
は
ず
。
禮
は
將
に
然
ら
ん
と
す
る
の
前
に
禁
じ
、

法
は
已
に
然
る
の
後
に
禁
ず
。
是
の
故
に
、
法
の
用
は
見
易
し
。
溜
る
に
礼
の
生

ず
る
所
爲
は
知
り
難
き
な
り
。
夫
の
慶
賞
以
て
善
を
勧
め
、
刑
罰
以
て
悪
を
懲
ら

す
が
若
き
は
、
先
王
此
の
正
を
執
る
に
、
堅
き
こ
と
金
石
の
如
《
、
此
の
信

を
行
ふ
に
、
順
な
る
こ
と
四
時
の
如
く
、
此
の
功
に
庭
る
に
、
無
私
な
る
こ
と
天

地
の
如
し
。
爾
豊
に
顧
て
用
ひ
ざ
ら
ん
や
。
然
る
に
『
禮
と
云
ひ
禮
と
云
ふ
』

（
陽
貨
）
と
日
ふ
が
如
き
は
、
悪
を
未
だ
萌
さ
ざ
る
に
絶
ち
、
敬
を
微
砂
に
起
こ

し
、
民
（
正
義
原
文
「
人
」
に
作
る
）
を
し
て
日
び
善
に
徒
り
て
罪
よ
り
遠
ざ

か
り
、
自
ら
知
ら
ざ
ら
し
む
る
を
貴
ぶ
な
り
。
孔
子
曰
く
、
訟
へ
を
聴
く
は
、
吾

猶
ほ
人
の
ご
と
き
な
り
。
必
ず
や
訟
へ
無
か
ら
し
め
ん
か
と
。
此
の
謂
ひ
な
り
」

と
。　

『
潜
至
論
』
　
「
徳
化
篇
」
に
、
　
「
是
の
故
に
上
蓋
故
よ
り
民
事
を
忌
む
る

に
務
め
ず
し
て
、
民
心
を
治
む
る
に
務
む
。
故
に
曰
く
、
訟
へ
を
聴
く
は
、

吾
猶
ほ
人
の
ご
と
き
な
り
。
必
ず
や
訟
へ
無
か
ら
し
あ
ん
か
と
。
之
を
導
く

に
徳
を
以
て
し
、
之
を
齊
ふ
る
に
禮
を
以
て
す
。
務
め
て
其
の
情
を
厚
く
し
、
其

の
義
を
明
ら
か
に
す
（
『
潜
夫
論
』
本
文
お
よ
び
正
義
原
文
は
「
明
則
務
義
」
に

作
る
も
、
狂
綴
培
の
箋
に
よ
り
「
則
務
」
を
「
其
」
字
に
改
め
る
）
。
民
親

愛
す
れ
ば
、
則
ち
相
害
過
す
る
の
意
無
く
、
動
く
に
義
を
思
へ
ば
、
則
ち
姦

邪
の
心
無
し
。
夫
れ
此
く
の
若
き
は
、
法
律
（
正
義
原
文
「
法
」
字
を
欠
く
）
の

せ
し
む
る
所
に
は
非
ざ
る
な
り
。
威
刑
の
彊
ふ
る
所
に
は
非
ざ
る
な
り
。
此
れ
乃

ち
教
化
の
致
す
所
な
り
」
と
。

　
二
文
並
び
に
、
訟
へ
無
き
は
徳
教
に
由
る
を
言
ふ
。
此
れ
最
も
是
れ
能
く
し
難
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し
。
正
だ
「
残
に
勝
ち
殺
を
去
る
」
が
如
き
は
、
必
ず
百
年
を
侯
つ
（
子
路
）
。

「
王
者
必
ず
世
に
し
て
後
に
仁
な
り
」
　
（
胴
衣
）
。
皆
な
須
く
歳
年
を
以
て

す
べ
し
。
一
朝
に
し
て
能
く
す
べ
き
者
に
は
非
ず
。
故
に
紙
だ
必
ず
や
と
言
ひ
、

以
で
之
を
期
す
。

　
顔
師
古
『
漢
書
』
　
「
質
誼
傳
」
注
に
、
　
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
吾
を
し
て
訟
へ
を

聴
か
し
む
る
も
、
衆
人
と
等
し
。
然
れ
ど
も
能
く
先
に
徳
義
を
以
て
之
を
化
す
れ

ば
、
其
れ
を
し
て
訟
へ
無
か
ら
し
め
ん
」
と
。
又
た
「
酷
吏
傳
」
注
に
、
　
「
言
ふ

こ
こ
ろ
は
、
我
を
し
て
悪
寒
を
聴
か
し
む
る
も
（
正
義
原
文
「
聴
」
字
を
欠
く
）
、

猶
ほ
凡
人
の
ご
と
き
の
み
。
然
れ
ど
も
政
を
立
て
徳
を
施
せ
ば
、
則
ち
能
く
其
れ

を
し
て
童
謡
を
絶
た
し
め
ん
」
と
。
並
び
に
無
疵
を
以
て
、
夫
子
自
ら
許
す
と

爲
し
、
、
聖
意
を
失
す
。

注
の
「
與
人
等
」
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
訟
へ
を
聴
く
は
、
吾
人
と
同
じ
く
し
て
、
異
能
異
法

無
き
を
言
ふ
な
り
。
　
『
史
記
』
　
「
孔
子
世
家
」
に
云
ふ
、
　
「
孔
子
位
に
在
り
て

訟
へ
を
聴
く
に
、
文
僻
に
人
と
共
に
す
べ
き
者
有
り
。
濁
り
有
せ
ざ
る
な
り
」

と
。
是
れ
人
と
等
し
き
こ
と
知
る
べ
し
。

第
十
四
章

［
論
語
本
文
］
子
張
間
政
。
子
日
、
居
之
玉
堤
、
行
之
以
忠
。

［
何
嬰
・
劉
寳
楠
解
］

子
白
磁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
之
に
居
り
て
は
倦
む
無
く
、

之
を
行
ひ
て
は
忠
を
以
て
す
と
。

［
注
］
王
（
繍
）
曰
く
、
爲
政
の
道
を
言
ふ
。
之
を
身
に
居
く
に
慨
倦
す
る
を
得

　
　
　
る
無
く
、
之
を
民
に
行
ふ
に
必
ず
忠
信
を
以
て
す
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
北
区
書
影
』
三
十
六
（
「
勤
官
」
）
引
く
鄭
（
玄
）
の

此
の
注
に
云
ふ
、
　
「
身
は
正
筆
に
居
り
て
上
巻
す
べ
か
ら
ず
」
と
（
北
郵
書
妙
原

文
は
「
巻
」
を
「
倦
」
に
作
る
が
、
正
義
の
文
脈
に
し
た
が
え
ば
「
巻
」
字
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
是
れ
鄭
は
「
居
」
を
以
て
位
に
居
る
と
爲
す
。
　
「
巻
」
は

即
ち
「
倦
」
の
省
き
な
り
。
　
『
（
紅
藍
）
証
文
』
云
ふ
、
　
「
倦
、
亦
た
券
に
作
る
」

と
（
繹
文
原
文
は
「
券
」
を
「
巻
」
に
作
る
が
、
こ
こ
も
正
義
の
文
脈
に
し
た
が

え
ば
「
券
」
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
鄭
君
（
司
農
）
　
（
『
周
禮
晦
）
　
「
考

工
記
（
・
飽
人
）
」
の
注
に
、
　
「
券
」
は
今
の
「
倦
」
字
な
り
と
す
。
疑
ふ
ら

く
は
『
書
妙
』
引
く
所
の
鄭
注
は
、
本
と
是
れ
「
解
券
」
な
ら
ん
。
轄
写
し
て

「
採
譜
」
に
作
る
な
り
。

　
『
詩
隠
　
「
假
樂
」
に
云
ふ
、
　
「
位
に
憐
ら
ず
。
民
の
蟹
ふ
仮
」
と
（
詩
原
文
は

「
慨
」
を
「
解
」
に
作
る
が
、
正
義
の
文
脈
に
し
た
が
え
ば
「
慨
」
字
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）
。
　
『
管
子
』
　
「
形
勢
解
」
に
、
　
「
野
田
簡
慢
、
之
を
以
て
主
に
事

ふ
れ
ば
、
則
ち
忠
な
ら
ず
。
之
を
以
て
事
を
起
こ
せ
ば
、
則
ち
成
ら
ず
」
と
。

注
の
「
行
之
於
民
、
必
以
忠
信
」
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
『
大
戴
禮
』
　
「
子
張
間
入
官
」
に
云
ふ
、
　
「
故
に
先
ん
ず

る
に
身
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
行
ふ
と
錐
も
必
ず
鄭
る
る
な
り
。
道
を
以
て
之
を
御

せ
ざ
れ
ば
、
服
す
と
錐
も
必
ず
強
ふ
る
な
り
。
故
に
忠
信
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
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て
親
を
百
姓
に
取
る
べ
き
無
し
。

き
者
無
し
」
と
。

外
内
相
磨
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
信
を
取
る
べ

［
論
語
本
文
］
子
日
、
君
子
成
人
之
美
、
不
成
人
凶
悪
。
小
人
反
是
。

［
何
回
・
劉
寳
楠
解
］

子
曰
く
、
君
子
人
の
美
を
成
し
、

小
人
是
に
反
す
と
。

人
の
悪
を
成
さ
ず
。

第
十
五
章

［
論
語
本
文
］
子
日
、
博
學
言
文
、
上
之
以
禮
。
亦
可
以
弗
畔
　
夫
。

［
何
曼
・
劉
寳
楠
解
］

子
早
く
、
博
く
文
を
學
び
、
之
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
。

亦
た
以
て
畔
か
ざ
る
べ
き
か
な
と
。

［
注
］
鄭
（
玄
）
日
く
、
畔
か
ず
と
は
、
道
に
違
は
ざ
る
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
（
纒
典
）
繹
文
』
に
云
ふ
、
　
「
『
博
學
於
文
』
、
一
本

『
君
子
博
學
於
文
』
に
作
る
」
と
。
案
ず
る
に
、
皇
（
侃
）
本
に
「
君
子
」
有
り
。

皆
な
前
篇
（
＊
）
に
因
り
て
誤
り
を
致
す
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
『
穀
梁
（
傳
）
』
隠
（
公
）
元
年
傳
に
、
　
「
春
秋
は
人
の

美
を
成
し
、
人
の
悪
を
成
さ
ず
」
と
。
　
『
大
戴
禮
』
　
「
曾
子
立
事
篇
」
に
、
　
「
君

子
は
己
善
に
し
て
、
観
た
人
の
善
を
溢
し
む
な
り
。
己
能
く
し
て
、
亦

た
人
の
能
く
す
る
を
樂
し
む
な
り
。
君
子
は
人
の
過
を
説
ば
ず
し
て
A
人
の
美
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

成
す
。
往
者
を
存
し
、
來
者
を
在
ら
か
に
す
。
朝
に
過
有
り
て
、
夕
べ
に
改
む
れ

　
　
　
　
　
ゆ
る

ば
、
則
ち
之
を
與
す
。
夕
べ
に
過
有
り
て
、
朝
に
改
む
れ
ば
、
則
ち
之
を
與
す
」

と
。
孔
氏
廣
森
『
（
大
戴
禮
）
補
注
』
に
、
　
「
彼
の
過
有
る
者
、
方
に
人
の
非
議

を
畏
る
。
我
從
ひ
て
之
が
僻
説
を
押
せ
ば
、
則
ち
席
駄
に
改
む
る
に
意
無
か
ら

ん
と
す
。
是
れ
人
の
過
（
正
義
原
文
「
過
」
を
「
悪
」
に
作
る
）
を
成
す
な
り
。

故
に
君
子
爲
さ
ず
」
と
。
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＊
前
篇
と
は
、
　
「
雍
也
」
篇
を
さ
す
。

前
に
「
君
子
」
の
二
字
が
あ
る
。

こ
の
章
と
同
じ
文
が
み
え
、
　
「
博
學
」
の

第
十
七
章

［
論
語
本
文
］

季
康
子
問
政
於
孔
子
。

敢
不
正
。

孔
子
封
日
、
政
者
正
也
。
子
帥
以
正
、
執

第
十
六
章

［
何
曇
・
劉
費
三
三
］

季
康
子
政
を
孔
子
に
問
ふ
。
孔
子
封
へ
て
曰
く
、
政
は

正
な
り
。
子
帥
み
る
に
正
を
以
て
せ
ば
、
敦
か
敢
て
正



［
注
］
鄭
（
玄
）

　
　
し
か
ら
ざ
ら
ん
と
。

曰
く
、
康
子
は
魯
の
上
卿
、

諸
臣
の
帥
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
子
帥
み
る
に
正
を
以
て
す
と
は
、
趙
岐
『
孟
子
章
指
』

『
史
記
』
　
「
平
津
侯
主
父
列
傳
賛
」
に
此
の
文
を
引
き
て
、
並
び
に
「
子
率

而
正
」
に
作
る
。
皇
（
侃
）
本
は
亦
た
「
而
正
」
に
作
る
。
　
『
説
文
』
　
（
危
部
）

に
、
　
「
超
は
先
ん
じ
て
道
く
な
り
」
と
。
纒
傳
省
き
て
率
に
作
り
、
段
借
し

て
帥
に
作
る
。
帥
は
巾
を
楓
ぶ
る
に
し
て
、
別
の
一
義
な
り
。

　
『
大
戴
禮
』
　
「
哀
公
問
（
於
孔
子
）
篇
」
に
、
　
「
公
曰
く
、
敢
て
問
ふ
、
何
を

謂
ひ
て
政
と
爲
す
や
と
。
孔
子
封
へ
て
曰
く
、
政
は
正
な
り
。
君
正
を
爲
せ
ば
、

則
ち
百
姓
政
に
從
ふ
。
君
の
塾
す
所
は
、
百
姓
の
從
ふ
所
な
り
。
君
の
爲
さ

ざ
る
所
は
、
百
姓
何
ぞ
從
は
ん
や
」
と
。
又
た
「
主
言
篇
」
　
（
正
義
原
文
「
王

言
篇
」
に
誤
る
）
に
、
　
「
上
な
る
者
は
民
の
表
な
り
。
表
正
し
け
れ
ば
、
則

ち
何
物
か
正
し
か
ら
ざ
ら
ん
。
故
に
君
先
づ
仁
に
立
て
ば
、
則
ち
大
夫
は
忠
に
、

士
は
信
じ
、
民
は
敦
く
、
工
は
瑛
に
（
正
義
原
文
「
瑛
」
を
「
撲
」
に
作
る
）
、

商
は
回
し
み
、
女
は
憧
に
、
婦
は
空
空
た
り
（
正
義
原
文
「
空
空
」
を
「
控
倥
」

に
作
る
）
」
と
。

　
並
び
に
此
の
章
の
義
と
相
回
す
。

注
の
「
康
子
魯
上
卿
、
諸
臣
之
帥
也
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
魯
に
三
遷
有
り
。
相
孫
司
徒
留
り
、
干
れ
上
卿
な
り
。

故
に
諸
臣
の
帥
爲
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
此
の
者
諸
臣
を
帥
み
る
に
、
同
に
正

に
鋪
す
る
に
明
ら
か
な
れ
ば
、
百
姓
敦
か
敢
て
正
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
　
『
史

記
』
　
「
平
津
悪
書
昌
盛
傳
賛
」
に
、
　
「
当
れ
三
公
は
百
寮
の
率
、
皇
民
の
表
な
り
。

未
だ
直
表
を
樹
て
て
、

な
り
。

第
十
八
章

［
論
語
本
文
］

曲
影
を
得
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
即
ち
此
の
注
の
義

季
康
子
患
盗
。

不
縮
。

［
何
曇
・
劉
滞
空
解
］

［
注
］

至
心
孔
子
。
孔
子
封
切
、
量
子
之
不
欲
、
錐
賞
之

季
康
子
盗
を
患
ふ
。
孔
子
に
問
ふ
。
孔
子
封
へ
て
曰
く
、

忙
し
く
も
子
の
欲
せ
ざ
れ
ば
、
之
を
賞
す
と
錐
も
籍
ま
ざ

ら
ん
と
。

孔
（
安
國
）
曰
く
、
欲
と
は
情
慾
多
き
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
民
上

に
化
さ
る
る
に
は
、
其
の
令
に
從
は
ず
し
て
、
其
の
好
む
所
に
從
ふ
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
説
文
』
　
（
次
部
）
に
云
ふ
、
　
「
盗
は
私
か
に
物
を
利
す

る
な
り
」
と
。
　
『
左
（
傳
）
』
文
（
公
）
十
八
年
傳
に
、
　
「
賄
を
霧
む
を
盗
と
爲

す
」
と
。
康
子
の
時
に
當
り
て
、
魯
國
に
盗
　
多
し
。
故
に
康
子
之
を
患
ふ
。

　
之
を
賞
す
と
錐
も
霧
ま
ざ
ら
ん
と
は
、
　
『
説
文
隔
　
（
貝
部
）
に
、
　
「
賞
と
は
功

有
る
に
賜
ふ
な
り
」
と
。
盗
の
中
よ
り
出
つ
る
を
霧
と
日
ふ
。
上
に
は
盗
と
言
ひ
、

此
に
は
籍
と
言
ひ
、
互
ひ
に
相
訓
ず
る
な
り
。

　
『
説
苑
』
　
「
貴
徳
篇
」
に
、
　
「
周
の
天
子
家
父
毛
伯
を
し
て
金
を
諸
侯
に

求
め
し
む
。
　
『
春
秋
』
之
を
量
る
。
故
に
天
子
利
を
好
め
ば
、
則
ち
諸
侯
回
る
。
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諸
侯
食
れ
ば
、
則
ち
大
夫
鄙
し
。
大
夫
鄙
し
け
れ
ば
、
則
ち
庶
人
盗
む
。
上

の
下
を
愛
ず
る
や
、
猶
ほ
風
の
草
を
靡
か
す
が
ご
と
き
な
り
」
と
。

　
然
ら
ば
則
ち
、
民
の
籍
盗
は
、
正
に
上
の
多
欲
に
由
る
。
故
に
夫
子
不
信

　
　
　
　
　
　
つ
と

を
以
て
康
子
を
弱
め
し
む
る
な
り
。

　
『
萄
子
』
　
「
君
子
篇
」
に
、
　
「
聖
王
上
に
在
り
て
、
分
義
下
に
行
は
る
れ
ば
、

則
ち
士
大
夫
に
書
淫
の
行
無
く
、
百
吏
官
人
（
正
義
原
文
「
官
人
」
を
「
庶
人
」

に
作
る
）
に
怠
慢
の
事
無
く
、
衆
庶
百
姓
に
姦
怪
の
俗
無
く
、
盗
賊
の
罪
無
く
、

敢
て
大
上
の
禁
を
犯
す
莫
し
。
天
下
浄
書
と
し
て
、
夫
の
盗
窮
の
人
以
て
富
を

爲
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。
皆
な
夫
の
賊
害
の
人
　
以
て
壽
を
零
す
べ
か
ら

ざ
る
を
知
る
な
り
。
皆
な
夫
の
上
の
禁
を
犯
す
も
の
以
て
安
を
爲
す
べ
か
ら

ざ
る
を
知
る
な
り
。
其
の
道
に
由
れ
ば
、
則
ち
人
其
の
好
む
所
を
得
。
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
わ

道
に
由
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
其
の
悪
む
所
に
遇
ふ
。
是
の
故
に
、
刑
罰
棊

め
て
省
か
る
れ
ば
、
威
行
流
る
る
が
如
し
」
と
。

　
此
の
章
の
義
と
相
嚢
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
ひ

　
張
拭
『
論
語
解
』
、
張
横
渠
を
引
き
て
日
く
、
　
「
假
設
子
の
欲
せ
ざ
る
の

物
を
以
て
子
に
賞
し
て
霧
ま
し
む
る
も
、
子
必
ず
霜
ま
ざ
ら
ん
。
故
に
政
を

爲
す
者
は
、
民
を
足
ら
す
を
先
に
し
、
民
を
し
て
足
ら
ざ
る
所
無
か
ら
し
む

れ
ば
、
則
ち
欲
す
べ
き
を
見
ず
し
て
、
盗
心
息
ま
ん
。
蓋
し
盗
は
之
を
欲
し

て
足
ら
ざ
る
に
生
ず
。
之
を
し
て
此
に
足
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
彼
を
欲
せ
ず
。
此

れ
古
人
盗
を
弼
む
の
原
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
此
の
説
は
即
ち
『
孟
子
』
　
（
「
壷
心
」
上
）
の
「
民
に
寂
粟
有
る

こ
と
、
水
火
の
如
く
す
れ
ば
、
焉
ん
ぞ
不
仁
有
ら
ん
や
」
の
意
な
り
。
義
に
於
て

亦
た
通
ず
。

　
皇
（
侃
）
本
、
　
「
不
欲
」
の
上
に
「
之
」
字
無
し
。

　
注
の
「
欲
多
」
よ
り
「
所
好
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
欲
は
情
よ
り
生
ず
。
故
に
『
説
文
』
　
（
心
部
）
に
云
ふ
、

「
情
は
人
の
陰
氣
に
し
て
欲
有
る
者
な
り
」
と
。
慾
字
は
『
説
文
』
載
せ
ず
。
此

に
情
慾
と
云
ふ
は
、
俗
に
從
ひ
て
之
を
作
す
。
邪
（
謁
）
疏
に
云
ふ
、
　
「
『
大
言
』

に
曰
く
、
　
『
発
・
舜
天
下
を
率
み
る
に
仁
を
以
て
し
、
民
之
に
從
ふ
。
桀
・

紺
天
下
を
率
み
る
に
暴
を
以
て
し
、
民
之
に
從
ふ
。
其
の
令
す
る
所
、
其
の
好

む
所
に
反
せ
ば
、
民
從
は
ず
』
と
。
注
に
云
ふ
、
　
『
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
民
は

君
の
行
ひ
に
化
す
る
な
り
。
君
若
し
貨
を
好
め
ば
、
民
の
財
利
に
淫
る
を
禁

ず
る
も
、
正
す
能
は
ざ
る
な
り
』
と
。
　
（
『
青
豆
』
）
　
「
石
衣
篇
」
に
亦
た
云
ふ
、

『
下
の
上
に
事
ふ
る
や
、
其
の
令
す
る
所
に
從
は
ず
、
其
の
行
ふ
所
に
從
ふ
。
上

是
の
物
を
好
め
ば
、
下
必
ず
甚
だ
し
き
者
有
ら
ん
』
」
と
。

第
十
九
章

［
論
語
本
文
］
季
康
子
夏
鳶
於
孔
子
日
、
牛
殺
無
道
以
就
有
道
、
何
如
。

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］

［
注
］
孔
（
安
國
）

　
　
す
。

季
刊
子
君
を
孔
子
に
問
ひ
て
曰
く
、

し
て
以
て
有
道
を
就
す
は
、
何
如
と
。

如
し
無
道
を
殺

曰
く
、
就
は
成
な
り
。
多
く
殺
し
て
以
て
姦
を
止
め
ん
と
欲

［
論
語
本
文
］
孔
子
封
日
、
子
爲
政
。
焉
用
殺
。
子
欲
善
三
民
善
　
。
君
子
之
徳

52



　
　
　
　
　
風
、
小
人
之
徳
草
。
草
上
之
風
、
必
値
。

［
何
嬰
・
劉
寳
楠
解
］
孔
子
封
へ
て
曰
く
、
子
は
政
を
縛
す
に
、
焉
ん
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
殺
を
用
ひ
ん
。
子
善
を
欲
せ
ば
民
善
な
ら
ん
。
君
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
徳
は
風
、
小
人
の
徳
は
草
。
草
之
に
風
を
上
ふ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
必
ず
便
す
と
。

［
注
］
孔
日
く
、
亦
た
康
子
を
し
て
先
づ
自
ら
正
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
偶

　
　
は
魯
な
り
。
草
に
加
ふ
る
に
風
を
以
て
す
れ
ば
、
量
れ
ざ
る
者
無
し
。
猶

　
　
ほ
民
の
上
に
化
さ
る
る
が
如
し
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
『
説
文
』
　
（
殺
部
）
に
、
　
「
殺
は
数
な
り
」
と
。
　
『
虚
名
』

「
喪
制
」
に
云
ふ
、
　
「
人
を
罪
す
る
を
殺
と
日
ふ
。
殺
は
窟
な
り
。
之
を
埋
詳
し

て
復
た
び
見
は
れ
ざ
ら
し
む
る
な
り
」
と
。

　
子
は
政
を
爲
す
に
、
焉
ん
ぞ
殺
を
用
ひ
ん
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
子
骨

を
噛
す
に
、
當
に
徳
を
以
て
民
を
化
す
べ
く
し
て
、
當
に
先
に
殺
を
用
ふ
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。

　
『
説
苑
』
　
「
政
理
篇
」
に
此
の
纏
を
引
き
之
を
説
き
て
曰
く
、
　
「
王
者
は
其
の

徳
を
尚
び
、
其
の
刑
を
希
に
す
（
正
義
原
文
．
「
希
」
を
「
布
」
に
作
る
）
。
覇
者

は
刑
・
鳳
並
び
灘
め
、
國
を
懐
く
す
る
に
刑
を
先
に
し
徳
を
後
に
す
」
と
。

　
『
盤
高
論
』
　
「
高
議
篇
」
に
、
　
「
百
姓
治
ま
ら
ざ
る
は
有
司
の
罪
な
り
。

『
春
秋
』
の
刺
議
は
庶
人
に
及
ば
ず
。
其
の
率
を
責
む
る
な
り
」
と
。
又
た
云
ふ
、

「
政
教
闇
く
し
て
著
は
れ
ず
、
百
姓
烏
鳴
し
て
扶
け
ら
れ
ざ
る
は
、
猶
ほ
赤
子

の
井
に
臨
ま
ん
と
す
る
に
、
其
の
入
る
る
を
聴
す
が
ご
と
き
な
り
。
此
の
若
く
ん

ば
、
則
ち
何
を
以
て
か
民
の
父
母
爲
ら
ん
。
故
に
君
子
は
教
に
急
に
し
て
、
刑
に

緩
な
り
」
と
。
又
た
「
申
韓
篇
」
に
、
　
「
良
吏
を
貴
ぶ
所
は
、
其
の
悪
を
未
だ
萌

さ
ざ
る
に
絶
ち
、
之
を
し
て
非
を
爲
さ
ざ
ら
し
む
る
を
貴
べ
ば
な
り
。
其
の
之
を

囹
圏
に
拘
へ
、
之
を
刑
殺
す
る
を
貴
ぶ
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
。

　
皆
な
民
の
上
殴
る
も
の
、
殺
を
用
ふ
る
を
貴
ば
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。

　
子
善
を
欲
せ
ば
民
善
な
ら
ん
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
子
萄
も
善
を

欲
せ
ば
、
無
道
の
民
と
錐
も
、
亦
た
化
し
て
善
を
嘉
す
。
復
た
申
ね
て
必
ず
し
も

殺
の
数
を
用
ひ
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。

　
心
置
『
新
書
』
　
「
大
政
」
下
に
云
ふ
、
　
「
王
者
に
政
を
易
ふ
る
有
り
て
國
を
易

ふ
る
無
し
。
吏
を
易
ふ
る
有
り
て
民
を
易
ふ
る
無
し
。
故
に
是
の
國
に
因
り
て
や
、

安
を
爲
し
、
是
の
民
に
因
り
て
や
、
治
を
心
す
」
と
。
又
た
云
ふ
、
　
「
故
に
君

能
く
善
を
爲
せ
ぼ
、
則
ち
吏
必
ず
能
く
善
を
爲
さ
ん
。
吏
能
く
善
を
爲
せ
ば
、

則
ち
民
必
ず
能
く
善
を
爲
さ
ん
」
と
。

　
赤
れ
其
の
義
な
り
。

　
君
子
の
徳
は
風
、
小
人
の
徳
は
草
と
は
、
邪
（
昂
）
疏
に
、
　
「
此
れ
康
子
の
忌

め
に
讐
へ
を
偉
く
る
な
り
。
上
に
在
る
君
子
の
政
を
臥
す
の
徳
は
風
の
如
く
、
下

に
在
る
小
人
の
化
に
從
ふ
の
徳
は
草
の
如
し
」
と
。
　
『
韓
寺
外
傳
』
に
、
　
「
傳
に

曰
く
、
魯
に
父
子
の
訟
ふ
る
者
有
り
て
、
康
子
之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
孔
子

日
く
、
未
だ
殺
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
民
不
善
を
爲
す
は
、
則
ち
是
れ

上
其
の
道
を
失
す
れ
ば
な
り
。
上
之
に
教
を
陳
き
て
先
ん
じ
て
之
を
服
す
れ
ば
、

則
ち
百
姓
風
に
從
は
ん
」
と
。
疑
ふ
ら
く
は
、
父
子
の
訟
ふ
る
は
、
即
ち
此

れ
康
子
指
す
所
の
無
道
の
重
な
ら
ん
。
然
る
に
、
　
『
萄
子
』
　
「
三
豊
」
は
則

ち
夫
子
司
今
津
る
の
時
に
在
る
と
す
。
傳
聞
僻
を
異
に
す
る
も
（
『
公
羊
傳
』

「
隠
公
」
元
年
）
、
要
は
亦
た
此
の
文
の
合
謹
降
る
な
り
。

　
皇
本
、
　
「
徳
風
」
　
「
徳
草
」
の
下
に
、
並
び
に
「
也
」
字
有
り
。
　
『
（
脛
典
）

繹
文
』
に
云
ふ
、
　
「
『
尚
』
、
本
縄
ひ
は
『
上
隔
に
作
る
」
と
。
案
ず
る
に
、

　
『
孟
子
臨
　
「
縢
文
公
篇
」
　
（
上
）
、
亦
た
「
尚
」
に
作
る
。
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注
の
「
優
什
」
よ
り
「
於
上
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
趙
（
岐
）
注
『
孟
子
』
に
云
ふ
、
　
「
堰
は
伏
な
り
」
と
。

什
．
伏
は
義
同
じ
。
趙
云
ふ
、
　
「
尚
は
加
な
り
。
風
を
以
て
草
に
加
ふ
れ
ば
、

優
伏
せ
ざ
る
莫
き
な
り
」
と
。
此
の
注
に
云
ふ
、
草
に
加
ふ
る
に
風
を
以
て
す
と
。

亦
た
上
を
訓
じ
て
加
と
爲
す
な
り
。

　
岡
説
苑
』
　
「
君
道
篇
」
に
、
　
「
夫
れ
上
の
下
を
化
す
る
や
、
猶
ほ
風
の
草
を
靡

か
す
が
ご
と
し
。
東
風
あ
れ
ば
、
則
ち
草
靡
き
て
心
し
、
西
風
あ
れ
ば
、
則

ち
草
靡
き
て
東
す
」
と
。

第
二
十
章

［
論
語
本
文
］

子
張
間
。
士
何
如
斯
可
謂
之
達
　
。
子
日
、

子
張
封
日
、
在
邦
必
聞
、
在
家
必
聞
。

［
何
回
・
劉
寳
楠
解
］

何
哉
、
爾
所
謂
達
者
。

子
張
問
ふ
。
士
何
如
な
れ
ば
斯
ち
之
を
達
と
謂
ふ
べ
き

と
。
子
日
、
何
ぞ
や
、
爾
の
所
謂
達
な
る
者
は
。
子
張
封

へ
て
曰
く
、
邦
に
在
り
て
も
必
ず
聞
こ
へ
、
家
に
在
り
て

も
必
ず
聞
こ
ゆ
と
。

［
注
］
鄭
（
玄
）
日
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
士
の
在
る
所
、
皆
な
能
く
名
義
有
り
。

［
論
語
本
文
］

子
日
、
是
聞
也
。
非
達
也
。

観
色
、
慮
以
下
人
。

［
何
曼
・
劉
立
位
解
］

［
注
］

夫
達
也
者
、
質
直
而
好
義
、
察
言
而

子
日
く
、
是
れ
聞
な
り
。
達
に
非
ざ
る
な
り
。
夫
れ
達
な

る
者
は
、
質
直
に
し
て
義
を
好
み
、
言
を
察
し
て
色
を
観
、

慮
っ
て
以
て
人
に
下
る
。

馬
（
融
）
曰
く
、
常
に
謙
退
の
志
有
り
。
言
語
を
察
し
、
顔
色
を
見
、
其

の
欲
す
る
所
を
知
ら
ん
と
す
。
其
の
知
慮
常
に
以
て
人
に
下
ら
ん
と

欲
す
。

［
論
語
本
文
］
在
邦
必
達
、
在
家
必
達
。

［
何
婁
・
劉
寳
楠
解
］
邦
に
在
り
て
も
必
ず
達
し
、
家
に
在
り
て
も
必
ず
達
す
。

［
注
］
馬
前
く
、
謙
尊
し
て
光
き
、
卑
く
し
て
楡
ゆ
べ
か
ら
ず
。

［
論
語
本
文
］
夫
聞
也
者
、
色
取
仁
而
行
違
、
居
之
不
疑
。

［
何
曼
・
劉
感
量
解
］

［
注
］

躍
れ
聞
な
る
者
は
、

に
居
り
て
疑
は
ず
。

色
に
仁
を
取
り
て
行
ひ
は
違
ひ
、
之

馬
曰
く
、
此
れ
倭
人
の
仁
者
の
色
を
假
る
を
言
ふ
。
．
之
を
行
へ
ば
則
ち
違

ふ
も
、
安
ん
じ
て
其
の
偽
に
居
り
て
自
ら
疑
は
ず
。
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［
論
語
本
文
］
在
邦
必
聞
、
在
家
必
聞
。

［
何
曼
・
劉
寳
楠
解
］
邦
に
在
り
て
も
必
ず
聞
こ
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
と
。

［
注
］
馬
曰
く
、
倭
人
の
黛
多
し
。

家
に
在
り
て
も
必
ず
聞
こ

　
「
正
義
」
に
日
く
、
達
と
は
通
な
り
。
人
に
乱
し
己
に
威
す
る
の
道
に
通
ず
る

な
り
。
故
に
之
を
行
ひ
て
違
阻
す
る
手
無
し
。
所
謂
、
忠
信
篤
敬
は
螢
貌
に
も
行

は
る
る
は
（
衛
露
訳
）
、
即
ち
達
の
義
な
り
。

　
邦
に
在
り
、
家
に
在
り
と
は
、
士
の
邦
家
に
仕
ふ
る
者
を
謂
ふ
な
り
。

　
質
直
に
し
て
義
を
好
む
と
は
、
達
者
の
人
と
爲
り
、
黒
質
正
直
に
し
て
、
事
を

行
ふ
に
義
を
好
む
を
知
る
を
謂
ふ
な
り
。

　
言
を
察
し
て
色
を
観
、
慮
り
て
以
て
人
に
下
る
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
心
に

敬
畏
を
存
し
、
敢
て
人
に
杵
慢
な
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
往
く

仮
威
な
宜
し
く
、
名
曲
を
求
め
ず
と
錐
も
、
名
必
ず
之
に
鰯
す
。

　
『
大
室
禮
』
　
「
曾
子
二
言
」
上
に
、
　
「
弟
子
曾
子
に
問
ひ
て
曰
く
、
挟
れ

士
は
何
為
な
れ
ば
則
ち
以
て
達
と
爲
す
べ
き
か
と
。
曾
子
日
く
、
能
く
せ
ざ
れ
ば

則
ち
學
び
、
疑
へ
ば
則
ち
問
ひ
、
行
は
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
賢
に
比
し
、
瞼
道
有

り
と
錐
も
、
循
行
ず
る
は
達
な
り
。
今
の
弟
子
は
人
に
下
る
を
病
み
、
賢
に
事
ふ

る
を
知
ら
ず
、
知
ら
ざ
る
を
恥
ぢ
て
又
た
問
は
ず
、
作
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
其

の
知
足
ら
ず
。
是
を
以
て
惑
闇
に
し
て
其
の
世
を
終
ふ
る
の
み
（
大
筆
禮
原
文

「
惑
闇
」
二
字
重
出
す
）
。
是
れ
窮
民
を
謂
ふ
な
り
」
と
。

　
曾
子
の
達
を
論
ず
る
は
、
夫
子
と
略
ぼ
同
じ
。
直
な
身
を
謹
み
て
行
ひ
を
篤
く

し
、
聲
の
聞
こ
ゆ
る
を
求
め
ざ
る
者
を
謂
ふ
な
り
。
夫
の
聞
の
若
き
は
、
多
く
与

れ
虚
儒
な
り
。
故
に
仁
の
美
徳
を
以
て
色
に
之
を
取
り
、
其
の
行
ひ
の
違
ふ
を
顧

み
ざ
る
な
り
。
身
仁
に
居
る
と
し
、
疑
ふ
所
無
き
が
若
き
な
り
。
此
の
如
く

し
て
以
て
名
讐
を
得
た
る
、
是
れ
を
論
れ
、
聞
と
謂
ふ
。

　
『
筍
子
隔
　
「
宥
坐
篇
」
に
、
　
「
孔
子
魯
の
囁
相
と
爲
り
、
朝
す
る
こ
と
七

日
に
し
て
少
正
卯
を
珠
す
。
門
人
進
み
問
ひ
て
曰
く
、
夫
の
少
正
卯
は
魯
の

聞
人
な
り
。
夫
子
政
を
爲
し
、
始
め
に
之
を
謙
せ
ば
、
失
無
き
を
得
ん
や
と
。

孔
子
日
く
、
人
に
悪
な
る
者
五
有
り
。
而
る
に
盗
緒
は
焉
に
與
ら
ず
。
一
に
曰

く
、
心
裡
に
し
て
瞼
。
二
に
曰
く
、
行
辟
に
し
て
堅
。
三
に
曰
く
、
言

偽
に
し
て
辮
、
四
に
曰
く
、
醜
を
記
し
て
博
。
五
に
曰
く
、
非
に
順
ひ
て
澤
。
此

の
五
者
、
一
つ
と
し
て
人
に
有
れ
ば
、
則
ち
君
子
の
諌
を
興
る
る
を
得
ず
。
陰
る

に
少
正
卯
は
兼
ね
て
詣
れ
有
り
。
故
に
居
慮
以
て
徒
を
聚
め
輩
を
成
す
に
足
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ど

言
談
以
て
邪
を
飾
り
衆
を
螢
は
す
に
足
る
。
強
以
て
是
に
反
し
て
濁
足
す
る
に

足
る
。
此
れ
小
人
の
桀
雄
な
り
。
謙
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。

　
此
を
観
れ
ば
、
則
ち
聞
は
乃
ち
聖
人
の
深
く
悪
む
所
な
り
。

　
『
漢
書
』
　
「
同
轍
喜
雨
」
に
、
　
「
王
砂
型
あ
外
戚
よ
り
起
ち
、
節
を
折
り

て
力
行
し
、
以
て
証
悟
を
要
む
。
宗
族
孝
と
構
し
、
師
友
仁
に
録
す
。

其
の
位
に
居
り
て
政
を
輔
く
る
に
及
び
て
、
成
・
哀
の
際
、
國
家
に
三
鷹
し
、
直

道
に
し
て
行
ひ
、
動
も
す
れ
ば
稔
述
せ
ら
る
。
豊
に
所
謂
、
家
に
在
り
て
も
必
ず

聞
こ
え
、
國
に
在
り
て
も
必
ず
聞
こ
え
、
色
に
し
て
仁
を
取
り
、
行
ひ
違
ふ
者
な

る
か
な
」
と
。

　
以
ふ
に
葬
は
之
れ
姦
邪
に
し
て
、
亦
た
是
れ
好
み
て
聞
人
と
登
る
。
故
に
護
憲

珍
行
、
朕
師
を
震
驚
す
る
を
免
れ
ざ
る
な
り
。
子
張
は
堂
堂
た
る
も
、
與
に
仁
を

爲
し
難
し
（
子
張
）
。
夫
子
其
の
仁
に
於
て
亦
た
始
れ
色
に
取
る
を
恐
る
。

故
に
聞
者
に
於
て
、
亟
に
之
を
良
く
。
且
つ
其
の
聞
を
以
て
即
ち
達
と
爲
す
を
恐

る
る
な
り
。

　
南
本
、
　
「
夫
達
」
　
「
夫
聞
」
の
下
に
「
也
」
字
無
し
。

55



注
の
「
常
有
」
よ
り
「
下
人
」
に
至
る
ま
で
。

　
　
「
正
義
」
に
赴
く
、
血
紅
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
達
者
は
常
に
至
仁
の
志
有

り
。
故
に
能
く
言
を
察
し
色
を
観
、
更
に
人
に
下
る
な
り
。
其
の
欲
す
る
所
を
知

ら
ん
と
す
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
人
に
於
て
既
に
察
し
観
て
之
を
知
れ
ば
、
當

に
情
に
順
ひ
て
以
て
施
す
べ
き
な
り
。
志
慮
と
は
志
の
慮
る
所
な
り
（
＊
）
。
言

を
察
し
色
を
観
、
敢
て
人
に
加
ふ
る
有
ら
ず
。
是
れ
常
に
以
て
人
に
下
ら
ん
と
欲

す
る
な
り
。
所
謂
、
　
「
君
子
は
衆
寡
と
無
く
、
小
大
と
無
く
、
敢
て
慢
る
こ
と
無

き
」
　
（
発
日
）
者
な
り
。

　
血
書
樋
『
（
峯
纒
）
平
議
』
に
云
ふ
、
　
「
按
ず
る
に
、
　
『
廣
雅
』
〈
繹
訓
V
に

日
く
、
　
『
無
慮
は
都
下
な
り
』
と
。
　
『
漢
書
』
〈
食
貨
志
〉
　
（
下
）
に
曰
く
、

『
天
下
大
児
無
慮
に
し
て
皆
な
金
銭
を
黙
す
』
　
と
。
無
慮
と
大
域
と
同
じ
。

古
人
自
ら
複
語
有
る
の
み
。
亦
た
或
ひ
は
止
だ
慮
と
言
ふ
。
　
〈
頁
誼
傳
〉
　
に
、

　
お
お
む『

慮
ね
帝
制
し
て
天
子
と
し
て
自
ら
爲
さ
ざ
る
者
無
し
』
と
。
慮
は
即
ち
無
慮
、

亦
た
猶
ほ
大
域
の
ご
と
き
な
り
。
　
『
慮
以
下
人
』
の
慮
は
、
乃
ち
無
慮
の
慮
な
り
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
言
を
察
し
色
を
観
、
大
域
以
て
人
に
下
る
な
り
。
馬
（
融
）
の

、
志
慮
を
以
て
之
を
説
く
は
是
に
非
ず
。
　
『
大
元
（
太
玄
纒
）
』
　
〈
元
螢
（
太
玄
螢
）

篇
〉
に
、
　
『
故
に
君
子
は
内
正
し
く
し
て
外
馴
れ
、
毎
に
以
て
人
に
下
る
』
と
。

其
の
句
法
は
即
ち
之
を
此
に
本
づ
け
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
愈
氏
甚
だ
是
な
り
。
然
る
に
馬
注
亦
た
未
だ
誤
り
な
ら
ず
。
此

れ
當
に
蚊
び
存
す
べ
し
。

注
の
「
謙
尊
而
光
、
卑
而
不
可
喩
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
此
れ
『
易
』
　
「
謙
卦
」
の
象
辮
な
り
。
尊
と
は
卑
約
な
り
。

（
『
禮
記
』
）
　
「
曲
禮
」
　
（
上
）
に
云
ふ
、
　
「
故
に
君
子
は
恭
敬
に
し
て
節
に
細

き
、
退
譲
に
し
て
以
て
禮
を
明
ら
か
に
す
」
と
。
　
『
筍
子
』
　
「
仲
尼
篇
」
に
、

「
恭
敬
に
し
て
傅
な
り
」
と
。
面
心
注
に
、
　
「
樽
と
樽
と
同
じ
。
羊
毛
な
り
」
と
。

尊
・
樽
・
傅
は
音
・
堂
守
び
に
同
じ
。

注
の
「
倭
人
窯
多
」
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
此
れ
邦
家
に
も
必
ず
聞
こ
ゆ
る
の
故
を
解
す
る
な
り
。
言

ふ
こ
こ
ろ
は
、
稻
讐
す
る
所
の
者
は
、
皆
な
是
れ
倭
窯
な
り
。
君
子
の
若
き
は
、

則
ち
衆
好
む
も
必
ず
察
し
、
惑
は
す
所
と
語
る
を
致
さ
ざ
る
な
り
。
顔
師

古
（
『
漢
書
』
）
　
「
王
座
傳
」
注
に
、
　
「
朋
窯
比
周
す
。
故
に
能
く
家
に
在

り
て
も
邦
に
在
り
て
も
、
皆
な
名
得
有
り
」
と
。
即
ち
馬
義
に
本
つ
く
。

＊
注
の
「
知
慮
」
、
一
本
「
不
慮
」
に
作
る
。

第
二
十
一
章

［
論
語
本
文
］
奨
遅
從
遊
正
意
零
之
下
。

［
何
婁
・
劉
寳
楠
解
］
奨
遅
從
ひ
て
舞
零
の
下
に
遊
ぶ
。

［
注
］
包
（
威
）
曰
く
、
舞
零
の
慮
に
壇
埋
の
樹
木
有
り
。
故
に
下
に
遊
ぶ
べ
し
。
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［
論
語
本
文
］
日
、
敢
問
崇
徳
脩
思
妻
惑
。

［
何
婁
・
宇
瓦
楠
解
］

［
注
］
孔
（
安
國
）

　
　
す
な
り
。

曰
く
、
敢
へ
て
徳
を
崇
く
し
、

こ
と
を
問
ふ
と
。

懸
を
脩
め
惑
ひ
を
辮
ぜ
ん

曰
く
、
恩
は
悪
な
り
。
脩
は
治
な
り
。
悪
を
治
め
て
善
を
爲

［
論
語
本
文
］
子
日
、
善
哉
問
。
先
事
後
得
。
非
崇
徳
與
。

［
何
曼
・
劉
寳
楠
解
］

子
曰
く
、
善
い
か
な
、
問
ふ
こ
と
。
事
を
先
に
し
得
る
を

後
に
す
。
徳
を
能
く
す
る
に
非
ず
や
。

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
先
に
事
に
勢
め
、
然
る
後
報
を
得
る
な
り
。

［
論
語
本
文
］

攻
其
悪
、
無
攻
人
之
悪
。

其
親
。
非
惑
與
。

［
何
曇
・
単
費
楠
解
］

幕
下
慰
與
。
一
朝
之
分
心
、
忘
其
身
以
及

其
の
悪
を
攻
め
、
人
の
悪
を
攻
む
る
無
き
は
、
恩
を
脩
む

る
に
非
ず
や
。
一
朝
の
葱
り
、
其
の
身
を
忘
れ
て
以
て
其

の
親
に
及
ぼ
す
は
、
惑
ひ
に
非
ず
や
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
三
遷
の
下
と
言
ふ
は
、
明
ら
け
し
、

奨
遅
夫
子
に
從
ひ
、
往
き
て
其
の
下
に
遊
ぶ
な
り
。

時
に
魯
の
零
祭
あ
り
A

　
徳
を
崇
び
、
恩
を
脩
め
、
惑
ひ
を
辮
ず
と
は
、
此
れ
當
に
是
れ
零
の
疇
り
の
辮

な
り
。
徳
・
愚
・
惑
を
以
て
韻
を
爲
す
。
湯
の
桑
林
に
薦
る
に
、
六
事
を
以
て
自

ら
責
む
る
が
如
き
な
り
（
＊
）
。

　
其
の
悪
を
攻
め
て
、
人
の
悪
を
育
む
る
無
し
と
は
、
攻
は
猶
ほ
責
の
ご
と
き
な

り
。
　
『
春
秋
繁
露
』
　
「
仁
義
法
篇
」
に
此
の
文
を
解
し
て
謂
ふ
、
　
「
君
子
は
仁
を

以
て
人
を
治
め
、
義
も
て
吾
を
治
む
（
二
「
治
」
字
、
正
義
原
文
「
造
」
に
作

る
）
。
所
謂
『
躬
自
ら
厚
く
し
て
、
薄
く
外
を
責
む
る
』
な
り
（
衛
難
公
。
論

語
原
文
「
外
」
を
「
人
」
に
作
る
。
正
義
原
文
は
「
外
」
に
作
る
）
」
と
。

　
葱
と
は
、
　
『
廣
雅
馳
　
「
繹
詰
」
に
云
ふ
、
　
「
怒
な
り
」
と
。

　
以
て
其
の
親
に
及
ぶ
と
は
、
　
『
春
秋
一
儀
（
公
）
二
年
に
、
　
「
宋
督
其
の

君
の
與
夷
を
斌
し
て
、
其
の
大
夫
の
孔
父
に
及
ぶ
」
と
。
　
『
公
羊
傳
』
に
云
ふ
、

「
及
と
は
何
ぞ
や
。
累
な
り
」
と
。

　
『
論
衡
』
　
「
明
零
篇
」
に
、
　
「
奨
遅
從
ひ
遊
ぶ
に
、
零
に
感
じ
て
問
ふ
。

魯
の
徳
を
崇
く
す
る
能
は
ず
し
て
、
徒
ら
に
零
す
る
を
刺
る
な
り
」
と
。
戴
氏
望

『
論
語
注
』
に
云
ふ
、
　
「
『
春
秋
幽
昭
（
公
）
廿
五
年
中
、
　
『
秋
七
月
辛
辛
、
大

零
す
。
季
辛
、
又
た
零
す
』
と
。
　
『
（
公
羊
）
傳
』
に
日
く
、
　
『
又
た
雲
す
と
は
、

零
に
非
ざ
る
な
り
。
衆
を
聚
め
て
以
て
季
氏
を
逐
は
ん
と
す
る
な
り
』
と
。
奨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が

遅
從
ひ
遊
ぶ
に
、
昭
公
齊
に
孫
る
る
の
事
に
感
有
り
て
、
因
り
て
以
て
問
ひ
を

爽
す
。
事
は
勤
な
り
。
先
に
賢
者
を
求
む
る
に
勤
め
、
之
に
任
ず
る
に
政
を
以
て

す
れ
ば
、
乃
ち
能
く
民
を
得
。
昭
公
子
家
覇
を
用
ひ
ず
し
て
、
民
を
失
し
政

を
失
し
、
以
て
出
奔
す
る
を
致
す
。
是
れ
徳
を
聞
く
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。

（
『
公
羊
傳
』
昭
公
二
十
五
年
に
、
）
　
『
子
家
蝿
珍
く
、
諸
侯
天
子
を
僑
み
、

大
夫
諸
侯
を
僧
む
と
。
公
曰
く
、
吾
何
を
か
借
ま
ん
や
』
と
。
是
れ
人
の
悪
を

攻
め
て
、
其
の
悪
を
攻
む
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
　
（
又
た
同
『
公
鳥
目
』
に
、
）

『
昭
公
其
の
言
に
從
は
ず
し
て
、
終
に
之
を
応
せ
ん
と
し
て
敗
る
。
走
り
で
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齊
に
無
く
』
と
。
至
れ
一
朝
の
葱
に
忍
び
ず
、
身
を
忘
れ
て
以
て
宗
廟
に
及
ぼ
す
、

惑
ひ
の
甚
だ
し
き
な
り
。
時
に
哀
公
亦
た
三
家
を
去
ら
ん
と
欲
す
。
故
に
其

の
僻
を
微
に
し
て
以
て
其
の
事
を
危
ぶ
む
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
戴
氏
の
此
の
説
、
之
を
宋
氏
翔
鳳
『
嚢
微
（
論
語
説
義
）
』
に
本

づ
け
り
。
　
『
論
衡
』
の
魯
を
刺
る
の
義
と
極
め
て
合
す
。

　
皇
本
、
　
「
無
攻
人
之
悪
」
、
　
「
無
」
を
「
母
」
に
作
る
。

と
。
　
『
周
官
（
周
禮
）
』
　
「
環
人
」
に
、
　
「
軍
愚
を
察
す
」
と
。
注
に
、
　
「
思
は

陰
姦
な
り
」
と
。

　
脩
と
修
と
同
じ
。
　
『
廣
雅
』

な
り
。

「
繹
詰
」
に
、

注
の
「
先
螢
於
事
、
然
後
確
報
」
。

「
修
は
治
な
り
」
と
。
此
れ
常
訓

注
の
「
碧
雲
之
亀
有
壇
埋
樹
木
」
。

　
　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
禮
（
記
）
』
　
「
祭
法
」
注
に
云
ふ
、
　
「
土
を
封
ず
る
を

　
　
　
　
　
　
　
は
ら

壇
と
日
ひ
、
地
を
除
ふ
を
埠
と
日
ふ
」
と
。
干
た
（
同
「
祭
法
」
の
）
　
「
零
宗
」

の
注
に
云
ふ
、
　
「
水
旱
の
壇
な
り
）
」
と
。
　
（
『
注
記
』
）
　
「
月
跨
」
の
「
零
帝
」

の
注
に
云
ふ
、
　
「
壇
を
南
郊
の
労
に
爲
る
」
と
。
　
『
水
経
』
　
「
洒
水
」
の
注
に
、

魯
の
零
壇
、
高
さ
三
丈
、
魯
縣
の
故
城
の
南
、
雲
門
の
外
に
在
り
と
言
ふ
。
此
の

注
兼
ね
て
埋
と
言
ふ
は
、
壇
の
外
の
平
地
、
時
に
亦
た
除
ひ
て
之
を
治
む
。

即
ち
揮
と
為
す
な
り
。

　
樹
木
有
る
を
知
る
は
、
　
『
周
官
（
周
禮
）
』
　
「
大
司
徒
」
に
言
ふ
、
　
「
社
稜
の

、
埴
を
設
け
、
之
が
田
主
を
樹
つ
る
に
、
各
お
の
其
の
野
の
宜
し
き
所
の
木
を
以
て

す
」
と
。
社
稜
は
鈍
れ
壇
な
り
。
宜
し
き
所
の
木
有
り
。
此
の
幽
玄
に
亦
た
當
に

樹
木
有
る
べ
き
こ
と
、
知
る
べ
し
。

注
の
「
恩
藍
鼠
。
脩
治
也
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、

尤
も
合
せ
ず
。

注
説
は
非
な
り
。
後
目
を
解
し
て
自
然
の
僻
と
毒
す
は
、

＊
湯
王
の
桑
林
の
掘
り
に
つ
い
て
、
　
『
論
衡
』

　
『
公
羊
傳
』
に
は
六
事
を
挙
げ
る
。

■
論
衡
・
明
零

而
世
又
塩
湯
二
五
過
禧
於
桑
林
、

野
立
得
雨
。

に
は
「
五
障
」
を
挙
げ
、
　
『
七
子
』

■
筍
子
・
大
略

湯
旱
而
疇
日
、
堅
塁
節
與
。
使
民
疾
與
。
何
回
不
雨
至
斯
葦
葺
。
宮
室
榮
與
。
婦

謁
質
量
。
何
以
糠
雨
至
斯
極
也
。
苞
苞
行
與
。
護
夫
興
與
。
聖
遷
不
雨
至
三
極
也
。

■
公
羊
傳
桓
五
年
注

君
親
之
南
郊
以
六
事
謝
過
、
自
責
日
、

謁
盛
與
。
苞
宜
行
與
。
護
夫
侶
與
。

政
不
一
與
。
民
失
職
與
。
宮
室
榮
與
。
婦
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「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
左
（
傳
）
』
僖
（
公
）
十
五
年
の
傳
に
、
　
「
是
に
於
て

展
氏
に
隠
恩
有
り
」
と
。
杜
（
預
）
注
に
、
　
「
隠
悪
な
り
。
法
の
得
る
所
に
非
ず
」



そ
や
と
。
子
夏
曰
く
、
富
め
る
か
な
言
や
と
。

第
二
十
二
章

［
論
語
本
文
］

［
何
曼
解
］

焚
遅
問
仁
。
子
日
、
愛
人
。
問
知
。

日
、
墾
直
噛
癖
柾
、
能
使
柾
者
直
。

日
、
知
人
。
焚
遅
未
達
。
子

奨
遅
仁
を
問
ふ
。
子
日
く
、
人
を
愛
す
な
り
と
。
知
を
問
ふ
。

日
く
、
人
を
知
る
な
り
と
。
理
詰
未
だ
達
せ
ず
。
子
曰
く
、
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず

き
を
畢
げ
て
諸
も
ろ
の
柾
が
れ
る
を
錯
つ
れ
ば
、
能
く
柾
が
れ
る
者

を
し
て
直
か
ら
し
む
る
な
り
と
。

［
劉
寳
楠
解
］

奨
遅
仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
人
を
愛
す
な
り
と
。
知
を
問
ふ
。

日
く
、
人
を
知
る
な
り
と
。
奨
遅
未
だ
達
せ
ず
。
子
日
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
　
　
　
こ
れ

恥
き
を
墨
げ
て
諸
を
柾
が
れ
る
に
錯
け
ば
、
能
く
柾
が
れ
る
者
を

し
て
直
か
ら
し
む
る
な
り
と
。

［
劉
寳
楠
解
］

奨
遅
退
く
。
子
夏
に
見
え
て
曰
く
、
郷
に
吾
夫
子
に
見
え
て
、

知
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
直
き
を
塞
げ
て
諸
を
柾
が
れ
る
に
錯
き
、

能
く
柾
が
れ
る
者
を
し
て
直
か
ら
し
む
る
な
り
と
。
何
の
謂
ひ
そ

や
と
。
子
夏
曰
く
、
富
め
る
か
な
言
や
。

［
注
］
孔
（
早
事
）
日
く
、
富
は
盛
な
り
。

［
論
語
本
文
］

舜
有
天
下
、
選
於
衆
墨
皐
陶
、

衆
墨
伊
弄
、
不
仁
者
遠
　
。

［
何
曇
・
宝
舟
訳
解
］

不
仁
者
遠
　
。
町
有
天
下
、
選
於

舜
天
下
を
有
つ
に
、
衆
よ
り
選
び
て
臨
写
を
墨
げ
、

不
仁
者
遠
ざ
か
る
。
湯
天
下
を
有
つ
に
、
衆
よ
り
選

び
て
伊
罪
を
墨
げ
、
不
仁
者
遠
ざ
か
る
と
。
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［
注
］

包
（
威
）
円
く
、
正
直
の
人
を
墨
げ
て
之
を
用
ひ
、

れ
ば
、
則
ち
皆
な
化
し
て
直
と
量
る
な
り
。

［
論
語
本
文
］

［
何
曇
解
］

邪
柾
の
人
を
慶
置
す

奨
遅
退
。
見
子
夏
日
、
郷
也
吾
見
於
夫
子
、
而
問
知
。
子
日
、

直
錯
諸
柾
、
能
使
好
者
直
。
何
謂
也
。
子
夏
日
、
富
哉
言
乎
。

墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

奨
遅
退
く
。
子
夏
に
見
え
て
旧
く
、
郷
に
吾
夫
子
に
見
え
て
、
知

を
問
ふ
。
子
曰
く
、
直
き
を
塁
げ
て
諸
も
ろ
の
柾
が
れ
る
を
錯
つ
れ

ば
、
能
く
柾
が
れ
る
者
を
し
て
直
か
ら
し
む
る
な
り
と
。
何
の
謂
ひ

［
注
］

孔
（
安
国
）
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
舜
・
湯
天
下
を
有
つ
に
、
衆

よ
り
選
揮
し
て
皐
陶
・
伊
罪
を
塁
ぐ
れ
ば
、
則
ち
不
仁
者
遠
ざ
か
り
、

仁
者
至
る
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
大
戴
禮
』
．
「
主
早
良
」
　
（
正
義
原
文
、
　
「
王
言
篇
」
に

誤
る
）
に
、
　
「
孔
子
曰
く
、
仁
と
は
人
を
愛
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
知
と
は

賢
を
知
る
よ
り
聖
な
る
は
莫
し
」
と
。
　
『
萄
子
』
　
「
町
道
篇
」
　
（
正
義
原
文
、

き
か
「
君
道
篇
」
に
誤
る
）
に
子
貢
夫
子
の
問
ひ
に
封
へ
て
曰
く
、
　
「
知
と
は

人
を
知
る
な
り
。
仁
と
は
人
を
愛
す
る
な
り
」
と
。
是
れ
人
を
愛
し
人
を
知
る
は
、



仁
知
の
大
身
叱
り
。

　
奨
遅
未
だ
達
せ
ず
と
は
、
重
氏
紺
青
『
嚢
微
（
論
語
屠
龍
）
』
に
云
ふ
、

「
『
書
』
　
（
皐
陶
護
）
に
曰
く
、
　
『
人
を
知
れ
ば
、
則
ち
哲
く
し
て
、
能
く
人
を

官
に
す
』
と
。
世
卿
國
を
專
ら
に
し
て
よ
り
、
其
の
君
人
を
知
る
と
錐
も
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
ご

を
官
に
す
る
能
は
ず
。
遅
の
未
だ
達
せ
ざ
る
は
、
職
ぢ
此
れ
之
れ
に
由
る
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
遅
の
未
だ
達
せ
ざ
れ
ば
、
當
に
更
に
問
ふ
の
辮
有
る
べ
し
。
今

文
無
き
は
、
略
せ
ば
な
り
。

　
直
き
を
墨
げ
て
諸
を
柾
が
れ
る
に
起
き
、
能
く
柾
が
れ
る
者
を
し
て
直
か
ら
し

む
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
爾
の
知
る
所
の
直
き
者
を
基
げ
、
諸
を
柾
が
れ
る
者

の
上
に
錯
け
ば
、
即
ち
是
れ
人
を
知
る
な
り
。

　
錯
、
　
『
（
纏
典
）
繹
文
』
引
く
呼
量
は
「
措
」
に
作
る
。

　
奨
遅
新
た
未
だ
夫
子
言
ふ
所
の
理
に
達
せ
ざ
る
も
、
敢
て
復
た
問
は
ず
。

故
に
退
き
て
子
夏
に
見
え
て
之
に
告
ぐ
る
な
り
。

　
郷
、
皇
本
は
「
響
」
に
作
る
。
　
『
重
文
』
は
「
郷
、
湿
た
暴
に
作
る
。
同
じ
」

と
す
。
　
『
説
文
』
　
（
日
部
）
に
云
ふ
、
　
「
屍
は
久
し
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
久
し

か
ら
ず
と
は
、
日
の
近
き
を
言
ふ
な
ヶ
。
院
氏
元
『
校
勘
記
』
に
、
　
「
轟
は
正
字
、

響
は
俗
字
、
郷
は
段
借
字
」
と
。

　
富
め
る
か
な
言
や
、
正
本
は
「
言
」
の
上
に
「
是
」
字
有
り
。

　
鄭
注
（
『
春
秋
左
氏
傳
』
　
「
文
公
十
八
年
目
正
義
引
く
）
に
云
ふ
、
　
「
下
荷

士
師
と
爲
り
、
堅
し
て
庭
堅
と
日
ふ
」
と
。
案
ず
る
に
、
　
『
書
』
　
「
舜
典
」
に
、

皐
陶
に
命
じ
て
曰
く
、
　
「
藩
士
と
作
れ
」
と
。
　
『
孟
子
』
　
「
蓋
世
篇
」
　
（
上
。

正
義
原
文
、
　
「
萬
章
篇
」
に
誤
る
）
に
、
亦
「
皐
陶
士
と
塗
る
」
と
云
ふ
。

士
師
と
名
せ
ざ
る
な
り
。
疑
ふ
ら
く
は
、
師
の
字
は
脱
藩
な
ら
ん
。
　
『
周
官
（
周

禮
）
』
に
士
師
有
り
馬
大
司
憲
に
臥
す
。
下
大
夫
を
以
て
之
と
則
す
。

　
『
左
（
傳
）
』
　
「
文
（
公
）
五
年
」
の
傳
に
、
　
「
皐
陶
管
堅
」
と
。
又
た
「
十

八
年
」
の
傳
に
、
　
「
高
陽
氏
に
才
子
八
人
あ
り
。
庭
堅
有
り
」
と
。
　
（
「
十
八
年
」

傳
の
）
杜
（
預
）
注
に
、
「
庭
堅
は
即
ち
皐
陶
の
字
な
り
」
と
。
量
れ
可
汗
は
庭

堅
と
號
す
る
な
り
。

　
伊
罪
は
湯
の
臣
な
り
。
　
『
説
文
』
　
（
「
人
部
」
）
の
伊
字
の
注
に
、
　
「
股
の
聖

人
の
阿
衡
に
し
て
、
天
下
を
サ
治
す
る
者
な
り
。
人
に
從
ひ
弄
に
從
ふ
」
と
。
疑

ふ
ら
く
は
、
伊
は
直
れ
氏
、
罪
は
是
れ
名
。
　
『
説
文
』
云
ふ
所
の
鼻
治
と
は
、
文

に
就
き
て
之
を
説
く
。
　
『
白
虎
通
』
に
額
碩
・
帝
馨
・
発
・
舜
は
皆
な
聖
徳
有
る

の
義
を
説
く
が
若
き
は
、
遺
れ
な
り
。
鄭
（
玄
）
　
『
尚
書
』
　
（
君
爽
。
＊
）
に
注

し
て
謂
ふ
、
「
伊
サ
、
名
は
摯
」
と
。
『
孫
子
』
「
用
間
篇
」
と
合
す
。
摯
、
名

爲
れ
ば
、
則
ち
弄
は
字
爲
る
こ
と
、
信
ず
べ
き
な
り
。

　
宋
氏
翔
鳳
『
爽
微
（
論
語
説
義
）
』
に
云
ふ
、
　
「
子
夏
孔
子
の
意
は
必
ず

尭
．
舜
．
禺
．
湯
の
君
と
爲
り
て
、
而
る
後
に
能
く
人
を
用
ふ
る
の
道
を
書
く
し
、

以
て
百
世
の
法
を
垂
る
る
な
る
を
知
り
、
故
に
選
暴
の
事
を
言
ひ
て
云
云
と
日
ふ
。

『
公
羊
（
傳
）
』
　
「
隙
（
公
）
元
年
」
の
何
遍
の
説
に
、
　
『
春
秋
の
時
に
當
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
が

て
、
選
墨
の
務
め
を
摩
し
、
不
肖
を
位
に
置
く
。
輻
ち
之
を
退
絶
す
れ
ば
、
以
て

過
失
を
生
じ
、
君
臣
葱
孚
し
て
出
奔
す
る
に
至
ら
ん
。
國
家
の
昏
幸
す
る
所

以
、
社
稜
の
危
亡
す
る
所
以
な
り
。
故
に
皆
な
之
を
録
す
』
と
。
　
（
『
公
羊
膜
』
）

「
隠
（
公
）
三
年
」
の
何
休
の
説
に
、
　
『
禮
に
公
・
卿
・
大
夫
・
士
は
皆
な
賢
を

選
び
て
之
を
用
ふ
る
は
、
卿
・
大
夫
は
任
重
く
し
て
職
大
な
れ
ば
な
り
。
當
に

世
よ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
其
の
政
を
乗
る
こ
と
久
し
く
、
恩
徳
廣
大
な
る

が
早
め
な
り
。
小
人
之
に
居
れ
ば
、
必
ず
君
子
の
威
櫨
を
奪
ふ
。
故
に
ヌ
氏
世

よ
に
し
て
王
子
朝
を
立
て
（
『
春
秋
』
　
「
昭
公
二
十
三
年
」
）
、
齊
の
崔
氏

世
よ
に
し
て
其
の
君
の
光
を
獄
す
（
『
春
秋
』
　
「
嚢
公
二
十
五
年
」
）
。
、
君
子

其
の
末
を
疾
め
ば
、
則
ち
其
の
本
を
正
さ
ん
す
る
も
、
識
り
を
卒
り
に
督
す
は
、

亦
た
造
次
に
故
無
く
し
て
騙
逐
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
必
ず
其
の
過
ち
に
因
り
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て
卒
に
之
を
絶
つ
。
明
君
は
螢
を
案
じ
見
て
賞
を
響
く
れ
ば
、
則
ち
衆
讐
功

無
き
を
進
む
る
能
は
ず
。
悪
を
案
じ
見
て
謙
を
行
へ
ば
、
則
ち
三
五
罪
無
き

を
退
く
る
能
は
ず
』
と
。
此
れ
『
春
秋
』
　
世
卿
を
畿
る
の
義
な
り
。
蓋
し
卿

　
・
大
夫
世
よ
な
れ
ば
、
則
ち
招
き
を
畢
げ
て
柾
が
れ
る
に
古
く
の
法
行
は
れ
ず
。

國
を
有
つ
者
、
宜
し
く
人
を
知
ら
ざ
る
を
以
て
患
と
爲
す
べ
し
。
故
に
子
夏

舜
の
皐
陶
を
暴
げ
、
湯
の
伊
弄
を
暴
ぐ
る
を
述
ぶ
る
は
、
皆
な
世
を
以
て
せ
ず
、

賢
を
以
て
す
れ
ば
な
り
と
し
て
、
以
て
大
法
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
。
　
『
漢
書
』

　
「
王
吉
（
傳
）
」
に
言
ふ
、
　
『
舜
・
湯
（
正
義
原
文
「
尭
・
舜
」
と
す
る
）
三
公

九
卿
の
世
を
用
ひ
ず
し
て
、
皐
陶
・
伊
サ
を
畢
げ
、
不
仁
者
遠
ざ
か
る
。
今
俗

吏
を
し
て
子
弟
を
任
ず
る
を
得
さ
し
む
る
に
、
率
ね
驕
驚
多
く
、
古
今
に
通

ぜ
ず
。
功
を
積
み
人
を
治
む
る
に
至
り
て
は
、
民
に
益
無
し
。
此
れ
（
『
詩
』
）

　
『
伐
檀
』
の
作
ら
る
る
所
爲
な
り
。
宜
し
く
選
を
明
ら
か
に
し
て
賢
を
求
め
、
任

，
子
の
令
を
除
く
べ
し
』
と
。
即
ち
『
論
語
』
の
義
な
り
。
富
め
る
か
な
言
や
と
は
、

富
と
は
備
な
り
。
必
ず
舜
の
皐
陶
を
畢
げ
、
湯
の
二
面
を
墨
ぐ
る
が
如
く
し
て
、

而
る
後
人
を
用
ふ
る
の
法
備
は
れ
り
」
と
。

　
「
正
義
」
に
即
く
、
選
は
澤
な
り
と
は
上
奏
な
り
。
不
仁
者
遠
ざ
か
る
と

は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
不
仁
の
人
自
ら
音
曲
を
知
れ
ば
、
皆
な
遠
ざ
か
り
去

る
な
り
。

　
『
左
（
傳
）
』
　
「
宣
（
公
）
十
六
年
」
の
傳
に
、
　
「
晋
侯
王
に
請
ひ
、
骸

星
を
以
て
士
會
に
命
じ
て
中
軍
を
將
み
せ
し
む
。
且
つ
大
傅
と
上
す
。
是
に
於
て

奮
國
の
盗
秦
に
逃
れ
奔
る
。
三
蓋
職
臼
く
、
　
『
吾
之
を
聞
け
り
。
萬
善

人
を
塞
げ
て
、
不
善
の
人
遠
ざ
か
る
と
。
此
れ
を
誉
れ
謂
へ
る
か
な
』
」
と
。

杜
（
預
）
注
に
、
「
稻
は
墨
な
り
」
と
。

　
『
漢
書
』
　
「
劉
向
岸
」
に
、
　
「
向
封
事
を
上
り
て
日
く
、
　
『
故
に
賢
人
上
位

に
在
れ
ば
、
則
ち
其
の
類
を
引
き
て
之
を
朝
に
聚
む
。
下
位
に
在
れ
ば
、
則
ち
其

の
類
と
倶
に
進
ま
ん
と
思
ふ
。
故
に
二
塁
界
を
用
ひ
る
に
、
不
仁
者
遠
ざ
か
り
、

衆
賢
至
り
て
、
類
も
て
相
致
す
な
り
」
と
。

　
即
ち
此
の
注
の
不
仁
者
遠
ざ
か
り
、
仁
者
至
る
の
義
な
り
。
其
れ
不
仁
の
既

に
知
り
て
遠
ざ
か
り
去
る
も
の
、
必
ず
亦
た
化
し
て
善
を
爲
さ
ん
。
故
に
能
く
柾

が
れ
る
者
を
し
て
直
か
ら
し
む
る
な
り
。
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注
の
「
墨
正
」
よ
り
「
爲
直
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
左
（
傳
）
』
　
「
裏
（
公
）
七
年
」
の
傳
に
、
　
「
直
き
を

正
す
を
正
と
爲
す
。
曲
が
れ
る
を
正
す
を
直
と
爲
す
」
と
。
　
（
『
詩
』
）
　
「
小
明
」

詩
の
傳
に
、
　
「
能
く
人
の
曲
が
れ
る
を
正
す
を
直
と
日
ふ
」
と
。
曲
と
は
柾
な
り
。

柾
直
者
の
正
す
所
と
爲
れ
ば
、
其
れ
必
ず
皆
な
化
し
て
直
と
爲
る
こ
と
、
知

る
べ
し
灼

＊
鄭
玄
の
『
尚
書
』
　
「
君
爽
」
注
に
つ
い
て
。
　
「
君
爽
」

　
の
一
文
は
あ
る
が
、
鄭
玄
の
注
と
は
記
さ
ず
。

第
二
十
三
章

篇
に
「
伊
サ
、
名
は
摯
」

［
論
語
本
文
］
子
貢
問
友
。
子
日
、
忠
告
而
善
道
之
。
不
可
則
止
。
田
自
辱
焉
。

注
の
「
言
舜
」
よ
り
「
至
　
」
に
至
る
ま
で
。

［
何
曇
．
劉
寳
楠
解
］
子
貢
友
を
問
ふ
。
子
日
く
、
忠
も
て
告
げ
善
も
て
之



［
注
］

を
道
び
く
。

か
れ
と
。

ホ可
か
ざ
れ
ば
則
ち
止
む
。

自
ら
継
し
む
る
母

包
（
威
）
曰
く
、
忠
も
て
告
ぐ
と
は
、
是
非
を
以
て
之
に
告
ぐ
る
な
り
。

善
道
を
以
て
之
を
導
き
、
從
は
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
止
む
。
必
ず
之
を
言
へ

ば
、
或
ひ
は
辱
め
ら
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
「
正
義
」
に
日
く
、
善
を
凋
む
る
は
朋
友
の
道
な
り
。
然
れ
ど
も
可
か
ざ
れ
ば
、

則
ち
宜
し
く
止
め
て
復
た
言
は
ざ
る
べ
し
。
交
を
全
く
す
る
所
以
に
し
て
、
亦
た

其
の
董
悪
の
心
を
養
ふ
所
以
な
り
。
之
を
し
て
自
ら
悟
ら
し
む
る
な
り
。

　
皇
本
、
而
の
下
に
「
以
」
字
有
り
。
道
、
　
「
導
」
に
作
る
。
不
可
、
　
「
否
」
に

作
る
。

第
二
十
四
章

［
論
語
本
文
］
曾
子
日
、
君
子
以
文
會
友
、

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］
曾
子
曰
く
、
君
子
は
文
を
以
て
友
を
會
し
、

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
友
は
文
徳
を
以
て
合
す
。

［
論
語
本
文
］
以
友
輔
仁
。

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］
友
を
以
て
仁
を
臨
く
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

［
注
］
孔
日
く
、
友
は
切
磋
の
道
を
相
け
、
己
の
仁
を
輔
成
す
る
所
以
な
り
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
文
と
は
『
詩
』
『
書
』
『
禮
囮
『
樂
』
を
謂
ふ
な
り
。
文

を
以
て
友
を
會
す
と
は
、
共
に
一
に
回
り
て
學
ぶ
者
を
謂
ふ
な
り
。
　
『
爾
雅
』

「
繹
詰
」
　
（
下
）
に
、
　
「
輔
は
補
な
り
」
と
。
之
を
引
申
し
て
佐
く
の
訓
有
り
。

　
『
禮
（
記
）
』
　
「
學
記
」
に
云
ふ
、
　
「
大
壁
の
教
へ
は
、
時
に
教
ふ
る
に
必
ず

正
業
有
り
。
退
息
す
る
に
必
ず
居
學
有
り
。
故
に
君
子
の
學
に
於
け
る
や
、
，
焉
を

藏
し
焉
を
修
め
、
焉
に
息
ひ
焉
に
遊
ぶ
。
夫
れ
然
る
が
故
に
其
の
學
に
安
ん
じ
て

其
の
師
に
親
し
み
、
其
の
友
を
卜
し
み
て
其
の
道
を
信
ず
。
是
を
以
て
汐
時
を
離

る
る
と
錐
も
反
せ
ざ
る
な
り
」
と
。

　
『
説
苑
』
　
「
説
叢
篇
」
に
、
　
「
賢
師
・
良
友
其
の
側
に
在
り
。
　
『
詩
』

『
書
』
　
『
禮
』
　
『
樂
』
前
に
陳
ぬ
。
棄
て
て
不
善
を
爲
す
者
鮮
し
」
と
。

注
の
「
友
以
文
徳
合
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
文
徳
と
は
、
學
ぶ
所
の
文
皆
な
徳
に
在
る
を
言
ふ
な
り
。

『
爾
雅
』
　
「
繹
詰
」
　
（
上
）
に
、
　
「
會
は
合
な
り
」
と
。
亦
た
常
訓
な
り
。
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